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RSウイルス感染症予防の今後の方針について

○ RSウイルス感染症の予防を予防接種法のA類疾病に位置づけることとし、この際、定期接種の対象者等に関する具体的な規定につ
いては、以下の趣旨としてはどうか。

まとめ

定期接種の対象者 （政令） ● 妊娠28週から37週に至るまでの者

用いるワクチン （省令） ● 使用するワクチンは組換えRSウイルスワクチン（ただし、妊婦への能動免疫により出生した児のRSウ
イルス感染の予防に寄与するワクチンに限る。）とする。

接種方法 （省令）
（通知）

● 妊娠毎に１回0.5mLを筋肉内に接種する。
● 原則として、上腕の三角筋部に筋肉内注射により行う。静脈内、皮内、皮下への接種は行わないこと。

長期療養特例 （省令） ● 特例の対象外とする。

定期接種対象者から除かれる者等
（政令・省令）

● RSウイルス感染症にかかったことのある者についても定期接種の対象とする。
● 省令については現行どおり。

定期接種化の開始時期（政令） ● 定期接種化の開始は、令和８年４月１日とする。

接種方法に関するその他の事項
（通知）

● 接種に際しては、接種前に母子健康手帳の提示を求める。
● 同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる。
● 妊娠高血圧症候群の発症リスクが高いと医師が判断する者については、予防接種の実施計画における
「予防接種の判断を行うに際して注意を要する者」として、接種に際して留意する。

● 接種後14日以内に出生した乳児における有効性は確立していないことから、妊娠39週に至るまでの間に
妊娠終了を予定している場合、その14日前までに接種を完了させることが望ましく、定期接種の周知にあ
たっては、その旨を伝える。

● 妊娠39週に至るまでの間に妊娠終了を予定している場合、その14日前以降に接種を行う場合、上記につ
いて十分に説明を行い、 同意を得られた場合に接種する。
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RSウイルス感染症予防接種予診票について

【RSウイルス感染症予防接種
予診票（妊婦用】
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○ RSウイルス感染症予防接種予診票（妊婦用）案については、令和８年１月29日に事務連絡の別紙５としてお示しした。



RSウイルス感染症の定期接種（母子免疫ワクチン）に係る周知広報資材について
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○ RSウイルス感染症の定期接種（母子免疫ワクチン）についての説明書案は、令和８年１月29日に事務連絡の別紙７としてお示しした。

○ 本説明書を含むRSウイルス感染症の定期接種（母子免疫ワクチン）に係る周知広報資材については、今後厚労省HPにおいて公開する予定。



高齢者肺炎球菌ワクチンの今後の方針について

○ 高齢者の肺炎球菌感染症に対する定期接種については、引き続き予防接種法のＢ類疾病とし、この際、定期接種の対象者等に関する具
体的な規定については、以下の趣旨とする。

第74回基本方針部会（令和７年12月19日）におけるご議論のまとめ

定期接種の対象者 （政令）

（省令）

● 65歳の者（現行通り）

● 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの（現行通り）

● 60歳以上65歳未満の者については、予防接種法施行規則においては、「心臓、腎臓又は呼吸器の機能に

自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免

疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者」と規定。（現行通り）

用いるワクチン （省令） ● 使用するワクチンは沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン（PCV20）とする。

● 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン（PCV20）の定期接種化に合わせて、肺炎球菌ワクチン（PPSV23）

は使用するワクチンから除く。

接種方法・間隔 （省令） ● 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン（PCV20）を0.5mLを 1 回筋肉内に注射する。

（通知） ● 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン（PCV20）を0.5mLを 1 回筋肉内に注射する。

長期療養特例 （省令） ● 特例の対象とする。（現行通り）

● 特例の対象となる上限年齢は設けず、「特別の事情」がなくなったときから１年とする。（現行通り）

定期接種対象者から除かれる者等
（政令・省令）

● 政令・省令ともに現行通りとする。（現行通り）

定期接種の開始時期（政令） ● 定期接種の開始は、令和８年４月１日とする。

接種方法に関するその他の事項 ● 同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる。（現行通り）

● 他のワクチンとの接種間隔の定めは置かないこととする。（現行通り）
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高齢者用肺炎球菌感染症予防接種予診票について
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○ 高齢者用肺炎球菌感染症予防接種予診票案については、令和８年１月29日に事務連絡の別紙４としてお示しした。
○ なお、事前の予告通り、医学的観点からの質問事項に変更はなく、接種方法に係る項目等の形式修正を行った。



高齢者肺炎球菌感染症の定期接種に係る周知広報について
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○ 高齢者肺炎球菌感染症の定期接種についての説明書案は、令和８年１月29日に事務連絡の別紙６としてお示ししたところ。

○ 本説明書を含めた高齢者肺炎球菌感染症の定期接種に係る周知広報資材については、今後厚労省のHPにおいてお示しする予定。



組換え沈降２価及び４価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの
今後の取扱いについて

【HPVワクチンに関するこれまでの経緯】
○ ２価及び４価HPVワクチンについては平成25年度から、９価HPVワクチンについては令和５年度から、予防接種法
に基づくヒトパピローマウイルス感染症に対する定期接種に用いるワクチンとして位置付けられている。

○ 令和４年度から、平成９年度生まれから平成19年度生まれの女性に対して３年間のキャッチアップ接種を開始した。
○ 令和７年度から、平成９年度生まれから平成20年度生まれの女性のうち、キャッチアップ接種期間中に少なくとも
１回以上接種している方を対象に、１年間の経過措置を設け、令和７年度末で終了予定。

【HPVワクチンの接種状況】
○ 令和５年度に９価HPVワクチンが定期接種で用いるワクチンとして位置付けられて以降、定期接種対象者及び
キャッチアップ接種対象者における２価又は４価HPVワクチンの接種者数は減少傾向にあり、令和６年度の定期接種
対象者における、２価又は４価HPVワクチンの、１回目又は２回目の合計の接種者数に対する割合は、それぞれ1.0％
及び1.3%であった。

【過去に２価又は４価HPVワクチンの接種歴のある方が、９価HPVワクチンを接種する場合の接種方法について】
○ 定期接種実施要領において、同一の者には、過去に接種歴のあるワクチンと同一の種類のワクチンを使用すること
を原則としつつ、２価又は４価HPVワクチンと９価HPVワクチンの交互接種について、安全性、免疫原性及び有効性
が一定程度明らかになっていることを踏まえ、過去に２価又は４価HPVワクチンの接種歴のある方が、９価HPVワク
チンを定期接種として接種する場合の接種方法について規定されている。

まとめ

○ キャッチアップ接種の経過措置が今年度で終了することや、HPVワクチンの接種状況、現行の定期接種実施要領の
規定等を踏まえ、令和８年度から組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン及び組換え沈降４価ヒトパ
ピローマウイルス様粒子ワクチンを定期接種で用いるワクチンから除くこととし、組換え沈降９価ヒトパピローマウ
イルス様粒子ワクチンのみ定期接種で用いるワクチンとする。

○ また、自治体の準備や医療機関の接種体制を確保するため、組換え沈降２価及び４価ヒトパピローマウイルス様粒
子ワクチンの今後の取扱いについて、できるだけ速やかに情報提供を行うこととする。 10

ご議論いただいた内容まとめ
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ヒトパピローマウイルス感染症予防接種予診票について

○ ヒトパピローマウイルス感染症予防接種予診票案については、令和８年１月29日に事務連絡の別紙２及び３としてお示しした。
○ なお、事前の予告通り、接種希望のワクチンに関する項目を除いたが、自治体事務等の観点から、新たな予診票を用意するまで
の間、従来の予診票を用いることを妨げないこととし、従来の予診票を用いることのできる期限については定めていない。
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令和８年度の定期接種について（まとめ）

○ RSウイルスに対する母子免疫ワクチン、高用量インフルエンザワクチン、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン（PCV20）を令和８

年度から定期接種化すること、２価及び４価HPVワクチン、肺炎球菌ワクチン（PPSV23）を令和８年度から定期接種で用いるワク

チンから除くことについては、基本方針部会で方針が了承されたことから、今後、政省令の改正に向けて、必要な手続きを行う予定。

○ 政省令改正等については時間を要するため、自治体の皆様においては、本方針の決定をもって、必要な準備を進めていただきたい。

今後の方針
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◼ RSウイルスに対する母子免疫ワクチン（第72回基本方針部会 令和７年11月19日）

・RSウイルス感染症を予防接種法のA類疾病に位置づけ、令和８年４月１日から定期接種の対象とすることや、その対象者等の具体的

なプログラムの方針について了承いただいた。

◼ 高用量インフルエンザワクチン（第72回基本方針部会 令和７年11月19日）

・現在、予防接種法のB類疾病に位置づけられているインフルエンザに用いるワクチンの一つとして、令和８年度から定期接種の対象と

することや、その対象者等の具体的なプログラムの方針について了承いただいた。

◼ インフルエンザワクチンの接種不適当者（第72回基本方針部会 令和７年11月19日）

・インフルエンザワクチンにおいて、「予防接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したこ

とがある者」を接種不適当者とする規定については、令和８年度から当該規定を削除することについて了承いただいた。

◼ 高齢者に対する肺炎球菌ワクチン（第73回基本方針部会 令和７年12月19日）

・令和８年度から沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン（PCV20）を定期接種で用いるワクチンに位置付け、現行の定期接種で用いられて

いる肺炎球菌ワクチン（PPSV23）を定期接種で用いるワクチンから外すことや、その対象者については現行のとおりとして、65歳を

超える方に対する経過措置は設けないことについて了承いただいた。

◼ ２価及び４価HPVワクチン（第72回基本方針部会 令和７年11月19日）

・令和８年度から、２価及び４価HPVワクチンを定期接種で用いるワクチンから除くことについて了承いただいた。

審議会における審議状況
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○ 母子免疫ワクチンの接種対象者は、接種する医師が母子健康手帳等の情報を元に、接種時点において妊娠28週から妊

娠37週に至るまでの間にあると判断した方である。

母子免疫ワクチンの定期接種の対象者の考え方について

○ 妊娠28週から妊娠37週に至るまでの者（妊娠28週０日から妊娠36週６日の者）

定期接種の対象者について

○ 接種する医師が母子健康手帳等の情報を元に、接種時点において妊娠28週から37週に至るまでの間にあると判

断した方は定期接種の対象となる。

○ 接種後に妊娠週数が変化する等の事情があったとしても、接種する医師が接種時点において妊娠28週から妊娠

37週に至るまでの間にあると判断した場合には、定期接種として取り扱うことに差し支えない。

定期接種の対象者の考え方について



母子免疫ワクチンの接種対象者への接種勧奨について
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○ 母子免疫ワクチンは現行の定期接種で用いられているワクチンと異なり、接種対象者の年齢ではなく、妊娠の事実を

もって接種対象者を把握する必要があるため、母子保健主管部局の協力が不可欠である。

○ 接種勧奨の方法については、各自治体の状況に応じ、柔軟に対応を行っていただくこととして差し支えないが、接種

対象者に対し確実に情報提供がなされるよう、方法をご検討いただきたい。

○ 妊娠の届出を受け付ける母子保健主管部局において接種対象者の把握を行う。

接種対象者の把握について

○ 接種勧奨の方法として、

・妊娠の届出の受付時等に、母子保健主管部局から妊婦に対して接種勧奨を行う方法

・母子保健主管部局から予防接種を担当する衛生主管部局へ、妊娠の届出の受付に係る情報を共有することが

可能な場合は、衛生主管部局より改めて接種対象者へ接種勧奨を行う方法

が挙げられる。

○ 衛生主管部局から郵送等の個別通知によって接種勧奨を行う場合には、流産・死産等の事情により妊娠を終了

するに至った方への配慮に努めていただきたい。

○ 妊婦に対する継続的な情報提供の機会として、妊婦等包括相談支援事業を担当する母子保健主管部局と妊婦と

の面談の機会を活用し、接種勧奨や必要な情報提供を行うことも検討いただきたい。

接種勧奨について



母子免疫ワクチンの接種対象者への接種勧奨について
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衛生主管部局より接種勧奨を行う場合

①妊娠の届出
②接種対象者に関す

る情報の共有

③接種案内や情報提供資材等を交付

衛生主管部局母子保健主管部局

母子保健主管部局より接種勧奨を行う場合

①妊娠の届出

②接種案内や情報

提供資材等を交付

母子保健主管部局



○ 妊婦の接種記録は、現行通り妊婦自身の予防接種台帳等へ記録する。

○ 児の接種記録については、母が母子免疫ワクチンを接種した時点では児の住民基本台帳及び予防接種台帳は存在せず、

また住民基本台帳やこれに基づき作成される予防接種台帳は母児の情報が紐付いていないため、児の接種記録に母が母

子免疫ワクチンを接種した記録を反映することは、現時点では可能な範囲でご対応いただくこととして差し支えない。

自治体における接種記録の管理・保存について

○ 児の接種記録については、

・母が母子免疫ワクチンを接種した時点では児の住民基本台帳や予防接種台帳は存在しない

・住民基本台帳や予防接種台帳では母児の情報が紐付いていない

ため、児の出生後に遡って母の接種記録を確認することは自治体の負担が大きいことから、現時点では母の母

子免疫ワクチンの接種記録を児の接種記録へ反映することは、可能な範囲でご対応いただくこととして差し支え

ない。

児の接種記録について

○ 妊婦が母子免疫ワクチンを接種した記録は、現行通り、医療機関から請求があった際に、妊婦自身の接種記録

として予防接種担当部局が管理・保存する。

妊婦の接種記録について



母子免疫ワクチンの自治体における接種記録の管理・保存について
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受診

ワクチン接種

予診票を送付

接種費用の請求

母子健康手帳に記録

（接種済証に代替）

支払

妊婦の接種記録

住民基本台帳・予防

接種台帳

衛生主管部局 妊婦の接種記録

を保存

児の接種記録

母児の台帳は紐
付いていない

衛生主管部局

児の出生後に、母の母子免疫ワクチンの接種記録を児の接種記録に反映することは

自治体の負担が大きいため、可能な範囲で対応いただくこととして差し支えない。

出生届提出
住民基本台帳・予防

接種台帳

台帳作成

母の接種時には児の台
帳は存在していない



○ 妊婦の接種の記録は、児の母子健康手帳への証明すべき事項の記載によって、母及び児の予防接種済証の交付に代え

ることを可能とする予定。

母子健康手帳における接種記録と予防接種済証の取扱いについて

○ 定期の予防接種を行った際には、予防接種法施行規則第４条の規定に基づき、予防接種済証を交付することと

されているが、児の母子健康手帳への証明すべき事項の記載によって、母及び児の予防接種済証の交付に代える

ことが可能になるよう、法令上の整備を行う予定。

○ なお、母子健康手帳の様式についても、母子免疫ワクチンの接種記録に係る府令様式の改正を予定しているが、

当面の間は経過措置として、改正前の母子健康手帳への記載を可能とする予定（※）。

※任意事項様式の「その他の予防接種」への欄を想定

母子健康手帳への接種の記録と予防接種済証の取扱いについて

（予防接種済証の様式）

第四条 定期の予防接種を行った者は、当該定期の予防接種を受けた者に対して、予防接種済証（様式第一号）を

交付するものとする。（略）

４ 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児

又は幼児については、第一項の規定による予防接種済証（様式第一号）又は第二項の規定による予防接種済証

（様式第二号）の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。

予防接種済証について（予防接種法施行規則（昭和23年厚生省令第36号））※現行



医療機関との契約について

20

○ 母子免疫ワクチンは妊婦のかかりつけの産婦人科医師とも相談の上で妊婦自身が接種の判断をすることが望ま

しく、主として妊婦健康診査を実施している産婦人科医療機関での接種が見込まれるため、積極的に産婦人科

医療機関とも契約していただきたい。

母子免疫ワクチンの接種に係る契約について



里帰り出産をする妊婦への対応について
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２０ 他の市町村等での予防接種

保護者が里帰りをしている場合、定期接種の対象者が医療機関等に長期入院している場合等の理由により、

通常の方法により定期接種を受けることが困難な者等が定期接種を受けることを希望する場合には、予防接種

を受ける機会を確保する観点から、居住地以外の医療機関と委託契約を行う、居住地の市町村長から里帰り先

の市町村長へ予防接種の実施を依頼する、又は居住地の市町村長が定期接種の対象者から事前に申請を受け付

けた上で償還払いを行う等の配慮をすること。

（注）居住地の市町村が定期接種の対象者から事前に申請を受けていない場合においても、当該居住地の市町村

の判断によって当該定期接種の対象者が受けた予防接種を定期接種として取り扱うことは差し支えないこと。

他の市町村等での予防接種について（定期接種実施要領より抜粋）

○ 里帰り出産をする妊婦に対しては、現行通り、定期接種実施要領に示す他の市町村での予防接種についての内

容に基づく対応をお願いしたい。

○ 他の市町村での予防接種では事前申請を必要とする場合も多いため、事前申請について積極的に周知願いたい。

その上で、事前申請を受けていない接種についても、居住地の自治体の判断で柔軟に定期接種として取り扱っ

ていただきたい。

里帰り出産をする妊婦への対応について

※なお、予防接種事務のデジタル化に伴い、市区町村のシステムを予防接種事務のデジタル化に必要な機能を実装する適合基準日

（令和10年４月）以降で、全国の市区町村と全国の医療機関による集合契約により、事前申請は不要となる予定です。
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1.予防接種課長挨拶

2.令和８年度の定期接種について

3 .ＲＳウイルス感染症に対する母子免疫ワクチンの運用について

4.予防接種事務のデジタル化について

5.その他周知事項

6.質疑応答



（１）伴走支援事業について

○ 厚生労働省においては、令和９年度以降にデジタル化を開始する自治体において参考としていただく「移行手
順書（仮称）」を作成することを目的として、上記24自治体と、先行実施からの継続の一部自治体に対して各
自治体が着実にデジタル化を開始できるよう伴走支援による各種サポートを行う予定。
※ 主な事業内容
・説明会等の開催
・デジタル化に必要となるタスクの管理、タスク実行のサポート
・移行計画書の作成支援 等

〇 令和９年度以降にデジタル化を開始する自治体については、令和８年度末目途で公表予定である「移行手順書
（仮称）※暫定版」等を参考にデジタル化を進めていただきたい。
（※）完成版は、伴走支援の結果を踏まえて作成し、令和９年度当初に公表予定
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令和８年度中にデジタル化開始予定の自治体（本日時点）
（北海道）根室市、蘭越町、新十津川町、猿払村、留寿都村 （岩手県）久慈市 （宮城県）蔵王町
（秋田県）鹿角市、にかほ市 （山形県）米沢市、金山町 （福島県）只見町 （茨城県）ひたちなか市、神栖市
（埼玉県）本庄市 （千葉県）香取市 （東京都）東村山市、利島村 （新潟県）小千谷市 （広島県）三原市
（愛媛県）西条市 （長崎県）波佐見町、諫早市 （宮崎県）都城市

計24自治体

⚫ 令和８年６月１日から改正予防接種法が施行され、全国の自治体・医療機関において、予防接種事務のデジタル化が

順次開始されるところ、以下の24自治体が令和８年度にデジタル化を開始する予定。

⚫ 業務に支障を来すおそれがあるため、24自治体への個別の問合せはご遠慮いただくと共に、デジタル化につい

てご質問がある場合は、都道府県経由で予防接種課（yoboseshu@mhlw.go.jp）までお問合せいただきたい。



（２）事業計画書（第２弾）の提出依頼について

⚫ 今般、各自治体の健康管理システム3.1版導入時期及び令和９年度中にデジタル化開始を希望する自治体の把握を主
たる目的として、事業計画書（第２弾）の提出を依頼をさせていただきます。伴走支援対象自治体を除く全ての自
治体は、以下の方法で、２月16日（月）までにご提出ください。

⚫ なお、今後予防接種事務デジタル化を円滑に進めていくため、とりまとめ結果については、全市区町村・都道府
県・国保連合会・予防接種事務デジタル化関連システム関係者等に共有させていただきますので、あらかじめ
ご了承ください。
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⚫ 作成方法：庁内のシステム管理や標準準拠システムへの移行管理を担当している部局や、健康管理システムベンダ

等と必要な調整を行った上で、ご回答ください。

⚫ 提出方法：「一斉通知・調査システム」にて回答

⚫ 提出期限：２月16日（月）17時〆切 ※期限までに提出のない自治体には直接又は都道府県経由で催促をさせていただきます。

※本説明会実施後に都道府県経由で事務連絡にてご依頼させていただきます。

作成・提出方法等

 ２月２日（月）～２月16日（月）：事業計画書の作成・提出

 ～２月下旬：結果とりまとめ

 ３月中下旬：デジタル化に係る自治体説明会開催予定（事業計画書（第３弾）の作成に係る説明を盛り込む予定）

 ３月下旬～４月下旬：事業計画書（第３弾）の作成・提出（事業計画書（第２弾）より詳細に内容をご記載いただ

く予定）

 ～５月下旬：結果とりまとめ

 ６月以降：特に令和９年度中にデジタル化を予定している自治体に対して、個別のフォロー（個別説明や、状況確認

等）を開始

今後の予定



（２）事業計画書（第２弾）の提出依頼について（質問予定項目）
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⚫ 今般の事業計画書（第２弾）では、各自治体の健康管理システム3.1版導入時期（昨夏の事業計画書作成時点よりも具体化されている想
定）及び令和９年度中にデジタル化を希望する自治体の把握を主たる目的とし、以下の項目についてご回答いただく予定です。

⚫ 今般の質問中の「デジタル予診票による接種開始目標時期」とは、健康管理システム3.1版を導入（※導入しない自治体は省略）、対象
者情報の予予・請求システムへの登録、医療機関でのデジタル予診票による接種対応ができる環境整備（医療機関アプリ又は予防接種
サイトの導入）のすべてが整い、住民がデジタル予診票による接種が開始できる時期を指します。

（お願い）

★令和９年度中にデジタル予診票による接種開始を希望する自治体は、具体的な目標時期を記入してください。

★令和10年４月に健康管理システム3.1版を導入する自治体は、現時点では実現性が担保されていなくても構いませんので、想定してい

る目標時期をご回答ください。

No 質問項目 回答方式 選択肢（選択式の場合）

１

【すべて】
現時点の健康管理システムを導入の有無をご回答ください。
→「あり」を選択した場合、No３に進んでください。
→「なし」を選択した場合、No２に進んでください。

選択式 あり・なし

２

【No１で「なし」を選択した場合】
令和10年４月までの健康管理システムの導入予定の有無をご回答ください。
→「あり」を選択した場合、No３に進んでください。
→「なし」を選択した場合、健康管理システムを導入せず、手動ファイル連携でデジタル化
を開始することになります。No６に進んでください。

選択式 あり・なし

３

【No１・No２で「あり」を選択した場合】
健康管理システム3.1版（デジタル化に必要な機能を実装）の導入期日をご回答ください。
→「10年５月」以降の期日を選択した場合、No４に進んでください。
→「10年４月」以前の期日を選択した場合、No５に進んでください。

選択式
導入済・R8.2～R13.3の各月・
R13.4以降・不明

４
【No４で「10年５月」以降の期日又は「不明」を選択した場合】
適合基準日（R10.4.1）までに導入できない理由を選択してください。その他を選択した場合は、
理由をご回答ください。

選択式・
自由記述

・特定移行支援システムに該当
・その他（自由記述）

５,６
【すべて】
導入予定のパッケージベンダ名と販売代理店名をご回答ください。未定の場合は未定と記載してく
ださい。（パッケージベンダと販売代理店が同じ場合は同内容をご回答ください）

自由記述
パッケージベンダ名：
販売代理店名：

７
【すべて】
現時点で想定されているデジタル予診票による接種開始目標時期をご回答ください。

選択式
R9.４～R13.3の各月・不R13.4
以降・不明



（３）特例臨時接種に関する記録の保存について（依頼）

• 特例臨時接種に関する記録の保存期間について定めた予防接種法施行規則の一部を改正する省令（令和８年厚生労

働省令第６号）については、令和８年２月１日に施行することとしているため、各自治体においては、以下の補足

事項及び関連通知等を参照の上、特例臨時接種に関する記録が予防接種データベースに適切に格納されるよう、引

き続き適切に保存していただきたい。

関連通知等

➢ 「ワクチン接種記録システム（VRS）の終了及び特例臨時接種記録の適切な保管について」（令和７年12月11日付

け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課事務連絡）

➢ 予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布について（公布通知）」（令和８年１月26日感発0126第２号厚

生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長通知）

接種記録の適切な保存について
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（参考）
特例臨時接種に関する記録の保存期間について①

○ 令和３年２月17日から令和６年３月31日までに実施された新型コロナウイルスに係る特例臨時接種

に関する記録については、現在、各市町村においてＶＲＳから取り出していただき、現行の法令に基

づき、５年間保存していただいているところ。

〇 このため、特例臨時接種に関する記録については、令和８年２月以降、保存期限を順次迎えること

となる。

特例臨時接種に関する記録の保存状況について
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○ 特例臨時接種に関する記録については、今後、国における必要な調査研究に活かすため、改正予防

接種法第23条第２項を根拠として、各自治体から当該記録を提供していただき、令和８年６月１日に

稼働予定の予防接種等関連情報データベースに格納する方針を検討しているところ。

〇 一方、令和８年２月以降、その保存期限を順次迎えることから、すべての接種記録をデータベース

に格納できない懸念がある。

予防接種DBへの格納について

○改正予防接種法（令和８年６月１日施行）
第二十三条 厚生労働大臣は、定期の予防接種等による免疫の獲得の状況に関する調査、定期の予防接種等による健康被害の発生状況に
関する調査その他定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。

２ 市町村長又は都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、定期の予防接種等の実施状況に関する情
報その他の前項の規定による調査及び研究の実施に必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

３ 厚生労働大臣は、第一項の規定による調査及び研究の実施に関し必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
地方公共団体、病院若しくは診療所の開設者、医師又はワクチン製造販売業者に対し、当該調査及び研究の実施に必要な情報を提供
するよう求めることができる。

第73回厚生科学審議会予防接種 ・ ワクチン分科会
予防接種基本方針部会

資料
１

（改）2025（令和７）年11月20日



• 特例臨時接種に関する記録については、令和８年２月以降、その保存期限を順次迎えるが、歴史的
に重要な記録であること・現在自治体においてデータ化された状態で保存されていることから、適
切にデータベースに格納されるよう、現行の保存期間を延長することとする。

• 具体的な保存期間としては、①又は②のいずれか長い期間とする方針。

①特例臨時接種を行ったときから被接種者が死亡した日から５年を経過する日までの間

②特例臨時接種を行ったときから特例臨時接種に関する記録を予防接種等関連情報データベースに
格納するまで間

（参考）
特例臨時接種に関する記録の保存期間について②

R8.6R3.2 R３.４

5年間
接種から５年間

（現行）

予防接種等関連情報データベースに格納するまで

R８.４R８.２

▲改正予防接種法施行

▲予防接種等関連情報ＤＢの稼働

保存期間

接種から死後５年を経過
する日まで

接種から死後５年を経過す
る日まで又は予防接種等関
連情報ＤＢに格納するまで
の間のいずれか長い期間

▲接種日 ▲死亡日

死後５年を経過する日まで

死後５年を経過する日まで

▲予防接種等関連情報
ＤＢへの格納

R8.10

例：R３.２に特例臨時接種を受けたＡ自治体の住民Bの接種記録（住民BがR３.４に死亡し、Ａ自治体がR８.10にDBに格納する場合）

DBに格納する前に保存期
限を迎えてしまう

DBに格納するまで保存義
務を課す

方針
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第73回厚生科学審議会予防接種 ・ ワクチン分科会
予防接種基本方針部会

資料
１

（改）2025（令和７）年11月20日



（４）デジタル化に係る定期接種実施要領の改正について（予告）

○ 定期接種実施要領については、例年、年度末に改正を行っているところ、デジタル化に係る改正に

ついては、改正予防接種法の施行に合わせ、令和８年６月１日に別途行う予定である。

〇 改正案については、令和８年度３月下旬にお示しする予定。

※主な改正事項（案）

・接種記録の保存期間延長について

・マイナポータルにおける勧奨の実施、予診票の記入（様式を含む）、予防接種済証の交付等について

・医療機関におけるオンライン資格確認について 等

実施要領の改正内容について

29

R８.２

デジタル化以外の
改正事項

R８.６

▲改正予防接種法施行

改正事項

デジタル化に係る
改正事項

▲改正実施要領の施行

R８.４

▲本説明会

定期接種実施要領の改正スケジュール（案）

▲改正実施要領の施行
改正案周知
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5.その他周知事項

6.質疑応答
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